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(57)【要約】
【課題】設計中央値の主走査位置誤差を補正する分割数
の多い光源駆動パターンを固定とし、公差変動に起因す
る主走査位置誤差のみを少ない分割数の可変テーブルを
参照して補正し、画像品質の劣化を防止する光走査装置
、画像形成装置を得る。
【解決手段】正弦振動して光源からの光束を偏向走査す
る偏向手段１０６、偏向された光束により走査される被
走査面、被走査面を主走査方向に第一の分割数で分割し
、第一分割数による分割領域毎にクロックパルスのタイ
ミングを個別に設定して、主走査位置誤差を補正する第
一主走査位置補正手段４０２、第一主走査位置補正デー
タを元に、被走査面を主走査方向に第二の分割数で分割
し、第二分割数による分割領域毎にクロックパルスのタ
イミングを個別に設定して、主走査位置誤差を補正する
第二主走査位置補正手段４０１を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、
　正弦振動することにより前記光源から射出された光束を偏向走査する偏向手段と、
　前記偏向手段により偏向された光束により走査される被走査面と、
　前記被走査面を主走査方向に第一の分割数で分割し、この第一分割数による分割領域毎
にクロックパルスのタイミングを個別に設定して、主走査位置誤差を補正する第一主走査
位置補正手段と、
　前記第一主走査位置補正手段によって補正された第一主走査位置補正データを元に、前
記被走査面を主走査方向に第二の分割数で分割し、この第二分割数による分割領域毎にク
ロックパルスのタイミングを個別に設定して、主走査位置誤差を補正する第二主走査位置
補正手段と、を備え、
　前記第一主走査位置補正手段によって補正された第一主走査位置補正データを元に、第
二主走査位置補正手段とによって主走査位置の補正を行うことを特徴とする光走査装置。
【請求項２】
　前記第一主走査位置補正手段により第一分割数で分割された分割領域毎にクロック周波
数を決定し、このクロック周波数に基づいて前記第二主走査位置補正手段により主走査位
置誤差を補正することを特徴とする請求項１記載の光走査装置。
【請求項３】
　主走査位置誤差の二次成分を、前記第一主走査位置補正手段により、高次成分を第二主
走査位置補正手段によりそれぞれ補正することを特徴とする請求項１または２記載の光走
査装置。
【請求項４】
　前記第二主走査位置補正手段にのみ可変テーブルを有することを特徴とする請求項１ま
たは３記載の光走査装置。
【請求項５】
　前記第二主走査位置補正手段による分割数は前記第一主走査位置補正手段による分割数
よりも少ないことを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載の光走査装置。
【請求項６】
　前記第一主走査位置補正手段は、前記被走査面中央部よりも周辺部で、前記光源を駆動
する光源駆動周波数を低く設定することを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載
の光走査装置。
【請求項７】
　前記光偏向器により偏向された光束を前記被走査面に結像走査させる結像手段をさらに
有し、この結像手段はｆθ特性を有することを特徴とする請求項１ないし６のいずれかに
記載の光走査装置。
【請求項８】
　前記偏向器の走査特性を経時的に一定に保つ走査特性制御手段をさらに有することを特
徴とする請求項１ないし７のいずれかに記載の光走査装置。
【請求項９】
　前記走査特性制御手段は、前記偏向器の振幅、振幅中央、位相を制御することを特徴と
する請求項８記載の光走査装置。
【請求項１０】
　走査位置を検知する検知手段を複数備え、複数の検知手段から得られる検知信号を前記
走査特性制御手段に入力することを特徴とする請求項８または９記載の光走査装置
【請求項１１】
　複数の前記検知手段からの検知信号のうち、一の検知信号を画像書込のタイミングを決
定する水平同期信号として、前記被走査面に往路もしくは復路のみで画像を書き込むこと
を特徴とする請求項１０記載の光走査装置。
【請求項１２】
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　複数の前記検知手段からの検知信号のうち、画像書込直前の検知信号を画像書込のタイ
ミングを決定する水平同期信号として、前記被走査面に往復走査で画像を書き込むことを
特徴とする請求項１０記載の光走査装置。
【請求項１３】
　電子写真プロセスを実行するための各プロセスユニットを備えた画像形成装置であって
、電子写真プロセス中の露光プロセスを実行するユニットとして請求項１ないし１２のい
ずれかに記載の光走査装置を備えている画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光走査装置や、その光走査装置を用いたデジタル複写機、プリンタ、プロッ
タ、ファクシミリ、デジタル複写機等の画像形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　光束を光偏向器などの偏向手段で偏向させ、その偏向された光束を被走査面に微小なス
ポット光として結像させ、被走査面上を主走査方向に等速走査させる光走査装置が従来か
ら知られており、レーザビームプリンタ、レーザビームプロッタ、ファクシミリ、デジタ
ル複写機等の画像形成装置の潜像書込手段等に応用されている。この光走査装置は、例え
ばレーザ光源から射出されたレーザ光を光偏向器で偏向反射することによって像担持体等
の被走査面上を走査させ、これと同時に、上記レーザ光を画像信号に応じて強度変調（例
えばオン、オフ）させることにより、被走査面に画像を書き込むようになっている。
【０００３】
　上記光偏向器としては、等速回転する回転多面鏡（ポリゴンスキャナ）が広く用いられ
ているが、回転多面鏡は装置が大掛かりとなり、また、機械的な高速回転を伴うため、振
動によるバンディング、温度上昇、騒音、消費電力アップ等の問題がある。一方、マイク
ロマシン技術を用いた、共振構造の正弦波振動を行うマイクロミラーを光走査装置の偏向
手段として用いれば、装置が小型化され、上記のような振動によるバンディング、温度上
昇、騒音、消費電力等を大幅に低減することができる。
【０００４】
　マイクロミラー（振動ミラー）を偏向器として用いると、上記のような効果が期待でき
るが、光学的には主走査ビームスポット径の像高間偏差と主走査位置誤差を同時に補正す
ることができないという難点がある。画像品質を良くするために、主走査ビームスポット
径の像高間偏差を光学的に補正し、主走査位置誤差を電気的に補正することは特許文献１
、特許文献２に開示されている。しかし、所定の走査範囲を確保するためにマイクロミラ
ーの回転角を大きくして画角を広くすると、主走査位置誤差の劣化が大きく、電気的補正
を行う場合においてもその残差に起因する濃度むらなどの画像品質劣化が発生することが
知られている。しかし、かかる問題点については、特許文献１，２には触れられていない
。また、走査範囲を分割し、分割領域ごとに走査位置誤差を補正することが行われている
。この場合、補正する領域を細かくするために分割数を増やせば上記残差の発生を低減す
ることができるが、その分割数分の可変テーブルを持つ必要があり、分割数を増やすには
コストの増大を免れることができなかった。
【０００５】
　以下に、上記特許文献１記載の発明における主走査位置誤差の電気的補正について説明
し、その課題について述べる。
　振動ミラーは共振現象を用いており正弦波的に振動するので、各像高で走査速度が異な
り、主走査方向のドット位置を調整することが必須となる。そのため、以下のような主走
査方向ドット位置補正を同時に行っている。図１０は、振動ミラーを単一の周波数の信号
で駆動したときの主走査方向に応じた各画素における主走査位置の補正量を示す。主走査
領域を複数の領域、実施例では主走査領域を８つの領域に分割し、折れ線で近似すること
で各領域の境界で主走査位置ずれが０となるように、領域毎に位相シフト回数を設定し、
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階段状に補正するようになっている。
【０００６】
　例えば、ｉ領域の画素数をＮｉ、各画素でのシフト量を画素ピッチｐの１／８単位とし
、各領域の両端における主走査到達位置のずれがΔＬｉであったとすると、
　　ｎｉ＝Ｎｉ／（ΔＬｉ／（ｐ／８））
となり、ｎｉ画素毎に位相をシフトしてやればよい。
画素クロックをｆｃとすると、トータルでの位相差Δｔは、位相シフト回数Ｎｉ／ｎｉを
用い
　　Δｔ＝１／１６ｆｃ×∫(Ｎｉ／ｎｉ)ｄｉ
となり、Ｎドット目の画素における位相差についても同様に、それまでの位相シフトの累
積回数により設定できる。
【０００７】
　なお、各画素でのシフト量が大きくなると、その段差が画像上目立ちやすくなるため、
画素ピッチｐの１／４単位以下とするのが望ましい。逆に位相シフト量が小さくなると位
相シフト回数が増えメモリ容量が増える難点がある。分割された領域幅は均等であっても
不均等であってもよく、図１０に示すように、主走査位置誤差が大きい領域の領域幅を小
さく、小さい領域の領域幅を大きく設定すると、効率的に主走査位置誤差を補正すること
ができる。
【０００８】
　さらに、主走査位置誤差の補正残差をより小さくするために、分割数を多くする方法が
ある。図１１は分割数を１６にして補正したものの様子を示す。図１０に示す８分割での
補正と、図１１に示す１６分割での補正を比較すると、１６分割のときの方がより補正残
差を小さくすることができる。このように、分割数を上げるほど主走査位置誤差の補正残
差を小さくすることができるが、分割数が少ないほどその領域ごとの補正データを持つ可
変テーブルの分のメモリ容量が少なくてすみ、低コストで構成できる。
【０００９】
　以上述べたように、振動ミラーに起因する主走査位置誤差を電気的に補正するためには
、分割数を上げる必要があり、低コストで実現することはできなかった。このような課題
は、特許文献２記載の発明でも同様で、これまでは、正弦的に振動する振動ミラーを用い
た場合に、被走査面の主走査位置を低コストで精度良く補正することが困難で、形成され
る画像の品質が悪いという課題があった。
　振動ミラーは、単体の走査特性の経時変動が大きいという課題もある。
【００１０】
【特許文献１】特開２００２－２５８２０４号広報
【特許文献２】特開２００７－０８６３３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、設計中央値の主走査位置誤差を補正する
分割数の多い光源駆動パターンを固定とし、公差変動に起因する主走査位置誤差のみを少
ない分割数の可変テーブルを参照し補正することにより、従来と同等のコストで濃度むら
などの画像品質の劣化を防止することができる光走査装置および画像形成装置を提供する
ことを目的とする。
【００１２】
　本発明はまた、光偏向器として正弦波振動を行うマイクロミラーを用いることで、低騒
音化や低消費電力化が可能となり、オフィス環境・地球環境により一層適合した画像形成
装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、光源と、正弦振動することにより前記光源から射出された光束を偏向走査す
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る偏向手段と、前記偏向手段により偏向された光束により走査される被走査面と、前記被
走査面を主走査方向に第一の分割数で分割し、この第一分割数による分割領域毎にクロッ
クパルスのタイミングを個別に設定して、主走査位置誤差を補正する第一主走査位置補正
手段と、前記第一主走査位置補正手段によって補正された第一主走査位置補正データを元
に、前記被走査面を主走査方向に第二の分割数で分割し、この第二分割数による分割領域
毎にクロックパルスのタイミングを個別に設定して、主走査位置誤差を補正する第二主走
査位置補正手段と、を備え、前記第一主走査位置補正手段と第二主走査位置補正手段とに
よって主走査位置の補正を行うことを最も主要な特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　設計中央値の主走査位置誤差を補正するために走査領域を分割して各分割領域の光源駆
動パターンを固定とし、公差変動に起因する主走査位置誤差のみを、適宜の数に分割した
可変テーブルを参照し補正することにより、従来と同等のコストで濃度むらなどの画像品
質の劣化を防止することができる。
　第二主走査位置補正手段にのみ可変テーブルを持たせることで、可変テーブルのメモリ
を少なくし、コストの増大を防ぐことができる。
　第二の分割数を少なく設定することで、その分割数分の可変テーブルのメモリを少なく
し、コストの増大を防ぐことができる。
　マイクロミラー特有の被走査面中央で走査速度が最速になる走査特性を補正するように
第一主走査位置補正手段を設定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明に係る光走査装置およびこれを用いた画像形成装置の実施例について、図
面を参照しながら説明する。
【実施例１】
【００１６】
　図１は、４個の画像形成ステーションを単一の振動ミラーにより走査する方式の光走査
装置およびこの光走査装置を用いた画像形成装置の実施例を示す。図１に示すように、各
感光体ドラム１０１、１０２、１０３、１０４の表面を光ビームで走査する光走査装置は
、この光走査装置を構成する各光学素子がハウジングに一体的に組み込まれることにより
構成されている。４つの感光体ドラム１０１、１０２、１０３、１０４は、中間転写ベル
ト１０５の移動方向に沿って等間隔で配列されている。光走査装置は、二つの光ビーム２
０１，２０２を射出する光源ユニット１０７と、他の二つの光ビーム２０３，２０４を射
出する光源ユニット１０８を備えている。光源ユニット１０７，１０８はそれぞれ半導体
レーザなどの光源と光源から射出される光ビームを後続の光学系にカップリングするため
のカップリングレンズを含んでいる。二つの光ビーム２０１，２０２は合成ミラー１１１
を透過し、他の二つの光ビーム２０３，２０４は合成ミラー１１１で反射されることによ
り合成される。合成された各光ビームはシリンドリカルレンズ１１３で副走査方向にのみ
収束され、振動ミラー１０６の反射面近傍に主走査方向に長い線像を結ぶようになってい
る。
【００１７】
　振動ミラー１０６は前に説明したとおり共振現象を用いて正弦波的に振動するように駆
動され、上記各光ビームを主走査方向に偏向する。合成された４つの光ビームは振動ミラ
ー１０６の反射面に対し副走査方向にそれぞれ異なった角度で入射するため、振動ミラー
１０６で主走査方向に偏向された後に再度分離される。偏向された各光ビームは、共通の
第１走査レンズ１２０を透過した後、各光ビームに対応して配置されたミラー１２６、１
２７、１２８、１２９、１３０、１３２、第２走査レンズ１２２，１２３、１２４、１２
５などを透過し、各光ビームに対応する前記各感光体ドラム１０１、１０２、１０３、１
０４に導かれるように構成されている。偏向された各光ビームは、対応する感光体ドラム
１０１、１０２、１０３、１０４の表面を、各ドラムの中心軸線と平行な主走査方向に走
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査する。４つの感光体ドラムはそれぞれ中心軸線の周りに回転することにより副走査が行
われる。偏向された各光ビームは、各光ビームに対応する色成分の画像信号によって変調
されていて、上記の主走査と副走査が行われることにより各感光体ドラムの表面に、それ
ぞれに対応した色成分の２次元画像が形成される。
【００１８】
　上記のとおり、各光源ユニットからのビームを、振動ミラー１０６に対して副走査方向
に異なる入射角で斜入射させることで、各光源ユニットからのビームを一括して偏向、走
査するようにしている。１枚の振動ミラー１０６で複数の走査領域を走査することにより
、低コスト化を図ることができる上に、複数の振動ミラー１０６を用いる際に必要不可欠
となる、共振振動数や駆動周波数、振幅や振れ角の合わせ込みが不要となり、製造工程の
短縮化、光学性能の向上を図ることができる。
【００１９】
　各ビームはシリンドリカルレンズ１１３によって振動ミラー面の近傍で副走査方向に収
束され、偏向後はビーム同士が分離するように間隔を拡げつつ第一走査レンズ１２０に入
射される。第１走査レンズ１２０を通った各光源ユニット１０７，１０８からのビームは
、ミラー１２６～１３２、第２走査レンズ１２２～１２５を介して感光体ドラム１０１～
１０４上にスポット状に結像し、画像情報に基づいた潜像を形成する。主走査ビームスポ
ット径を被走査面上全域で均一に保つため、走査レンズ１２０、１２２～１２５にｆθ特
性を与えている。
【００２０】
　符号１３６，１３８は同期検知センサを示す。同期検知センサ１３６、１３８へは、振
動ミラー１０６で偏向された光ビームが第１走査レンズ１２０の脇をすり抜け、結像レン
ズ１３７、１３９により集束されて入射されるようになっており、その検出信号をもとに
前記画像形成ステーション毎の同期検知信号を生成するようになっている。
【００２１】
　本実施例では、結像レンズ１３７、１３９は主走査方向と副走査方向に異なる曲率を有
するアナモフィックレンズを用いて主走査方向、副走査方向ともに同期検知センサ１３６
、１３８上に結像するようにしている。しかし、水平同期検知信号の発生という機能上、
副走査方向には必ずしも結像させる必要はないのでレイアウトなどの制約を優先して副走
査方向に結像しない構成としてもよい。
【００２２】
　画像形成装置については後でより具体的に説明するが、各感光体ドラム１０１～１０４
に形成されるそれぞれの色成分の潜像は対応した色のトナーで現像され、各トナー像は中
間転写ベルト１０５上に重ねて転写される。したがって、フルカラーの画像を形成するこ
とができる。転写ベルト１０５の出口ローラ部には、各ステーションで形成され重ね合わ
された各色画像の重ね合わせ精度を検出するための検出手段が配備されている。検出手段
は転写ベルト１０５上に重ねて形成されたトナー像の検出パターンを読み取ることで、主
走査レジスト、副走査レジストを、基準となるステーションからのずれとして検出し、定
期的に補正制御が行なわれる。図１に示す実施例では、照明用のＬＥＤ素子１５４と反射
光を受光するフォトセンサ１５５および一対の集光レンズ１５６によって上記検出手段が
構成されている。この検出手段は、転写ベルト１０５の画像形成範囲の左右両端と中央の
３ヵ所に配備され、転写ベルト１０５の移動に応じて基準色であるブラックとの検出時間
差を読み取っていくことによって各ステーション相互間の画像ずれを検出するようになっ
ている。
【００２３】
　次に、本実施例における主走査位置誤差の電気的補正について説明する。図２は、発光
源である半導体レーザを変調する駆動回路の例を示すブロック図である。図２において、
各色にラスター展開された画像データはフレームメモリ４０８に各々一時保存され、画像
処理部に順に読み出されて、前後の関係を参照しながら中間調に対応したマトリクスパタ
ーンに応じて各ラインの画素データが形成され、各発光源に対応したラインバッファ４０
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７に転送される。書込制御部は、ラインバッファ４０７から、同期検知信号をトリガとし
て各色成分に対応した画像データを読み出し、前記光源ユニットにおける各発光点を独立
に変調し、画像データで変調したレーザ光束を射出させる。
【００２４】
　次に、各発光点を変調するクロックの生成部である第二主走査位置補正手段４０１につ
いて説明する。従来、高周波クロック生成回路４０２で生成されるクロック信号は被走査
面の全域で一定のクロック周波数であったのに対し、本発明においては、高周波クロック
生成回路４０２を第一主走査位置補正手段として、被走査面を第一の分割数で領域ごとに
分割し、それぞれの分割領域毎にクロック周波数を設定している。これは、振動ミラーが
正弦振動するために、画像周辺部で走査速度が遅くなり、主走査位置の誤差が発生するの
で、この誤差に応じて、画像周辺部でクロック周波数を遅く設定することによりその誤差
を補正するためである。
【００２５】
　このように設定することにより、振動ミラーや走査レンズの設計値における走査特性に
起因する主走査位置誤差を、固定の高周波クロックである第一走査位置補正データＶＣＬ
Ｋにて補正することが可能となる。固定値であるＶＣＬＫの設定は可変テーブルを持つ必
要がないので、走査領域の分割数を上げてもコストの増大がなく、低コストでの補正残差
低減を達成することができる。製造誤差などに起因する主走査位置誤差については、ＶＣ
ＬＫを上記のような第一主走査位置補正データとしたあと、これをさらに第二主走査位置
補正手段４０１で補正する。
【００２６】
　第二主走査位置補正手段４０１は以下のように構成されている。上記高周波クロック生
成回路４０２で生成された高周波クロックＶＣＬＫをカウンタ４０３がカウントする。比
較回路４０４では、上記カウント値と、デューティ比に基づいてあらかじめ設定されてい
る設定値Ｌと、画素クロックの遷移タイミングとして外部から与えられている位相シフト
量を指示する位相データＨとを比較する。比較回路４０４は、カウント値が上記設定値Ｌ
と一致した際に画素クロックＰＣＬＫの立下りを指示する制御信号ｌを出力し、上記カウ
ント値が位相データＨと一致した際に画素クロックＰＣＬＫの立ち上がりを指示する制御
信号ｈを出力する。この際、カウンタ４０３は制御信号ｈと同時にリセットされ再び０か
らカウントを行うことで、連続的なパルス列を形成することができる。こうして、１クロ
ック毎に位相データＨを与え、順次パルス周期が可変された画素クロックＰＣＬＫを生成
する。実施例では、画素クロックＰＣＬＫは、高周波クロックＶＣＬＫの８分周とし、１
／８クロックの分解能で位相が可変できるようにしている。
【００２７】
　図３は、任意の画素の位相をシフトした場合の説明で、１／８クロックだけ位相を遅ら
せた例である。デューティを５０％とすると、設定値Ｌ＝３が与えられ、カウンタ４０３
で４カウントすると画素クロックＰＣＬＫを立ち下げる。１／８クロックだけ位相を遅ら
せるとすると、位相データＨ＝６が与えられ、７カウントで立ち上げる。同時にカウンタ
がリセットされるので、４カウントで再び立ち下げる。つまり、隣接するパルス周期が１
／８クロック分縮められたことになる。こうして生成された画素クロックＰＣＬＫは、光
源駆動部４０５（図２参照）に与えられ、この画素クロックＰＣＬＫに対してラインバッ
ファ４０７から読み出された画素データを重畳させた変調データにより、半導体レーザを
駆動する。
【００２８】
　このように段階的に主走査位置誤差を補正した様子を図４に示す。図４において、破線
で示す曲線は主走査位置誤差の設計値である。偏向器に正弦波的な角度変化で振動する振
動ミラー１０６を用いており、走査レンズ１２０、１２２～１２５はｆθ特性としている
ので、画像中央部から画像周辺部に行くほど走査速度が遅くなる。このため、図４の破線
で示すように、設計値での主走査位置誤差は二次関数的な特性を示す。
　実際には設計値である破線で示す特性に加え、製造誤差などに起因する変動が合わさっ
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て、実線で示す曲線のように、高次成分を含んだ主走査位置誤差特性となる。
【００２９】
　この誤差が、まず、図２に示す第一主走査位置補正手段４０２によって補正される（図
４の中段のグラフ参照）。ここでは被走査面を１６分割して、設計値である二次成分を補
正するように、第一主走査位置補正データを設定している。ＶＣＬＫを第一主走査位置補
正データとすることにより、破線で示した設計値に対する補正残差は、図１１に実線で示
した、二次関数的に発生している主走査位置誤差を１６分割で補正したときの補正残差と
一致している。実際には、上記のとおり製造誤差などの変動分が合わさって、図４に実線
で示す高次成分を含んだ曲線の補正残差となる。変動分の要因としては、振動ミラーのジ
ターの個体差や、走査レンズの個体差、光学素子それぞれの組付誤差など数多く、変動分
に起因する主走査位置誤差だけでも良好な走査特性を安定的に得ることができない。そこ
で、さらに上記高周波クロックＶＣＬＫと、８分割の可変テーブルに基づいて生成される
第二主走査位置補正データであるＰＣＬＫにて光源を駆動することにより、最終的な補正
残差をさらに低減している（図４の下段のグラフ参照）。
【００３０】
　従来技術の作用効果と比較するために、同様な主走査位置誤差を従来方式にて補正した
場合を図５に示す。分割数は、図４の第二の分割数である８分割として、かかるコストが
同等となるように設定している。図５の下段に示す曲線からわかるように、設計値自体の
補正誤差が大きく、補正残差が大きく残っている。
【００３１】
　なお、半導体レーザの出力は、一般に、同一パッケージ内に装着されている光量モニタ
用のセンサによって背面光を一走査毎にかつ光ビームが画像領域にかかる前に検出するよ
うになっている。そして、１ライン記録中は半導体レーザの出力が一定値に維持されるよ
うに、発光源に印加する電流量を制御する。
【００３２】
　図６は、可動ミラーを振動させる駆動回路例を示すブロック図である。同図において符
号１０６は振動ミラー、６０１は走査周波数発生器、６０２はゲイン調整部、６０３は振
動ミラー駆動部、１３６、１３８は同期検知センサ、６０６は光源駆動部、６０７は書込
制御部、６０８は画素クロック生成部、６０９は走査特性演算部、６１０は光量演算部を
それぞれ示す。振動ミラー１０６には交流電圧、またはパルス波状電圧が印加され、振動
ミラー１０６の振幅、振幅中央、位相が一定となるようにゲインを調節して往復振動させ
る。
【００３３】
　図７は同期検知信号から、それぞれに必要な書き出しタイミング信号を生成するタイミ
ングチャートである。符号Ｓ１、Ｅ２は同期検知センサ１３６の検出信号、Ｓ２、Ｅ１は
同期検知センサ１３８の検出信号、Ｇｗ１、Ｇｗ２は書込ゲート信号、θ０は振動ミラー
の最大振幅、θｓは同期検知センサにビームが入射する際の振動ミラーの振れ角、θｄは
有効走査領域を走査する最大振れ角をそれぞれ示す。図中破線の矢印は信号生成の関係を
示す。往走査時の走査始端における同期検知センサ１３６からの検出信号Ｓ１を受けて、
往走査用の書込ゲート信号Ｇｗ１を生成する。信号Ｓ１と信号Ｇｗ１との関係は通常同時
としているが、例えば、半導体レーザアレイのようなマルチビームのチャンネル間で主走
査方向にピッチを持つ（位置がずれている）場合など、必要があれば基準クロックをカウ
ントすることによって、所定の時間差（ディレイ）を設けることもできる。
【００３４】
　復走査時の走査始端における同期検知センサ１３８からの検出信号Ｓ２を受けて、復走
査用の書込ゲート信号Ｇｗ２を生成する。この場合も、信号Ｓ２と信号Ｇｗ２間に所定の
時間差を設けることができる。また、走査始端と走査終端におけるそれぞれの同期検知セ
ンサの検出時間差、つまり、光ビームの走査時間を検出することにより、振動ミラー１０
６の振れ角θ０の変動を検出できるようにしている。振動ミラー１０６の振れ角θは、
　　θ＝θ０・ｓｉｎ（２πｆｄ・ｔ／２）　　ｆｄ：振動ミラーの駆動周波数
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で表され、θ＝θｓのときの時間を検出すれば、θｓは一定であるから振幅θ０を算出す
ることができる。
【００３５】
　振動ミラーの振幅中央については、時間ｔ２、ｔ４を検出し、ｔ２－ｔ４が一定となる
ように制御することにより経時的にも変動しないように制御することができる。上記時間
ｔ２は、振動ミラーの振動による往走査時の上記振れ角θｓから、走査方向が復走査に切
り替わって上記振れ角θｓに至るまでの時間を示す。上記時間ｔ４は、振動ミラーの振動
による復走査時の上記振れ角－θｓから、走査方向が往走査に切り替わって上記振れ角－
θｓに至るまでの時間を示す。
【００３６】
　振動ミラーの位相については、基準クロックを参照し、図６に示すように、ＰＬＬ回路
も用いて走査周波数発生器６０１を構成することにより、基準のクロックに合わせ込むこ
とが可能となる。より高精度に振動ミラー１０６の制御を行うために、往走査、復走査そ
れぞれの走査時間ｔ１、ｔ３も検出し、サンプリング周波数を上げてもよい。上記走査時
間ｔ１は、往走査時における同期検知センサ１３６の検出信号Ｓ１の出力から同期検知セ
ンサ１３８の検出信号Ｅ１の出力までの時間である。上記走査時間ｔ３は、復走査時にお
ける同期検知センサ１３８の検出信号Ｓ２の出力から同期検知センサ１３６の検出信号Ｅ
２の出力までの時間である。
【実施例２】
【００３７】
　実施例１では、走査レンズ１２０、１２２～１２５にｆθ特性を持たせているが、必ず
しもｆθ特性を持たせる必要はない。コストの低廉化のために、例えば、前記第二の分割
数を少なくすることが有効であるが、これを実現させるために、主走査ビームスポット径
の像高間偏差を許容できるレベルまで発生させ、その分、光学的にも主走査位置誤差補正
を行うように構成することも可能である。
【実施例３】
【００３８】
　実施例１では、同期検知を行うビームについて、走査レンズを通過させることなく、同
期検知光束用の結像レンズにて結像させていたが、走査レンズに起因する主走査位置誤差
も含めて補正を行うために、図８に示すように構成してもよい。すなわち、すべての走査
ビームに共通の走査レンズ１２０を透過した上記走査ビームの一つ、例えばミラー１２６
で反射され第２走査レンズ１２２を透過して感光体ドラム１０１に至る光ビームを同期検
知センサ１３６，１３８に導くように構成してもよい。同期検知センサ１３６，１３８は
感光体ドラム１０１の書込み範囲の外側に配置される。
【実施例４】
【００３９】
　図９は前述の光走査装置を搭載した画像形成装置の実施例を示す。この画像形成装置は
、画像形成ステーションが４つ設けられたフルカラー対応の画像形成装置である。各ステ
ーションの構成および画像形成プロセスは同じであるから、一つのステーションについて
具体的に説明する。図９において、感光体ドラム９０１の周囲には感光体を高圧に帯電す
る帯電チャージャ９０２、光走査装置９００により記録された静電潜像に帯電したトナー
を付着して顕像化する現像ローラ９０３、現像ローラにトナーを補給するトナーカートリ
ッジ９０４、ドラムに残ったトナーを掻き取って備蓄するクリーニングケース９０５が配
置される。感光体ドラム９０１へは、上記光走査装置９００において振動ミラーが往復走
査されることにより１周期で２ライン毎の画像記録が行われる。
【００４０】
　上記各画像形成ステーションは、各感光体ドラムを中心として転写ベルト９０６の上側
にかつ転写ベルト９０６の移動方向に並列に配置されている。各ステーションの感光体ド
ラムに形成されたイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックのトナー画像が転写ベルト上に
タイミングを合わせて順次転写され、重ね合わされてカラー画像が形成されるようになっ
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ている。各画像形成ステーションはトナー色が異なるだけで、基本的には同一の構成であ
る。
【００４１】
　画像形成装置の底部には給紙トレイ９０７が配置されていて、給紙トレイ９０７から給
紙コロ９０８により記録紙が１枚ずつ引き出され、レジストローラ対９０９により副走査
方向の記録開始のタイミングに合わせて送り出されるようになっている。この記録紙には
転写ベルトからトナー画像が転写され、定着ローラ９１０で定着されて排紙ローラ９１２
により排紙トレイ９１１に排出されるように構成されている。
【００４２】
　各感光体ドラムの周囲に配置されている帯電チャージャ、現像ローラ、クリーニングケ
ース、転写ベルト、定着ローラおよび光走査装置９００は、帯電、露光、現像、転写、定
着、クリーニングという一連の電子写真プロセスを実行するための各プロセスユニットを
構成している。そして、光走査装置９００は、上記電子写真プロセス中の露光プロセスを
実行する。
【００４３】
　図９はフルカラータンデム方式の画像形成装置の実施例になっているが、本発明の光走
査装置はモノクロ機においても光書込装置として適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　以上説明した本発明の実施例によれば、以下のような効果を得ることができる。
　マイクロミラーの走査特性を電気的に補正し、走査レンズにｆθレンズを用いることで
、主走査ビームスポット径を被走査面全域にわたり均一に設定し、良好な走査特性を得る
ことができる。
　マイクロミラー単体の走査特性を制御することにより、主走査位置誤差を初期に補正し
た状態で、経時的にも主走査位置誤差のない走査特性を得ることができる。
　複数の検知手段からの信号に基づき走査特性を制御することで、より精度良く光偏向器
の走査特性を制御することができる。
　画像書込のタイミングをリアルタイムで検知することにより、経時的な変動もなくタイ
ミングを精度良く制御できる。また、偏向器制御と画像書込タイミング制御の検知手段を
兼ねることにより、低コストで光走査装置を構成することができる。
　往復走査にて画像書込を行う際にも精度良く画像書込タイミング制御を行うことができ
る。また、偏向器制御と画像書込タイミング制御の検知手段を兼ねることにより、低コス
トで光走査装置を構成することができる。
【００４５】
　本発明に係る光走査装置を画像形成装置に用いることにより、低コストで、主走査位置
誤差を低減でき、かつ、走査ビームスポット径を有効書込領域全域にわたり一定にするこ
とができ、良好な画像を形成できる画像形成装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明に係る光走査装置および画像形成装置の実施例を模式的に示す斜視図であ
る。
【図２】上記実施例の発光源である半導体レーザを変調する駆動回路の例を示すブロック
図である。
【図３】上記実施例において任意の画素の位相をシフトした場合の動作を示すタイミング
チャートである。
【図４】上記実施例において段階的に主走査位置誤差を補正する様子を示すグラフである
。
【図５】上記主走査位置誤差を従来方式にて補正する場合の様子を示すグラフである。
【図６】本発明に適用可能な可動ミラーを振動させる駆動回路例を示すブロック図である
。
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【図７】上記実施例において、同期検知信号から書き出しタイミング信号を生成する動作
のタイミングチャートである。
【図８】本発明に係る光走査装置および画像形成装置の別の実施例を模式的に示す斜視図
である。
【図９】本発明に係る画像形成装置の実施例を模式的に示す正面図である。
【図１０】振動ミラーを単一の周波数の信号で駆動したときの主走査方向に応じた各画素
における主走査位置の補正量を示すグラフである。
【図１１】分割数を図１０の場合よりも増やして補正した場合の様子を示すグラフである
。
【符号の説明】
【００４７】
　１０１，１０２，１０３，１０４　　感光体ドラム
　１０６　　振動ミラー（偏向手段）
　１０７、１０８　　光源ユニット
　１２０　　第１走査レンズ
　１２６　　第２走査レンズ
　４０１　　第二主走査位置補正手段
　４０２　　第一主走査位置補正手段

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】
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【図１０】
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